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（仮称）釜石市室内の遊び場愛称募集要項 

 

１ 趣旨 

  釜石市では、0 歳から小学校低学年程度の児童とその保護者を対象とした、天候に左右され

ず年間を通して安全・安心に遊ぶことができる室内の遊び場を令和 8 年春にオープンする予定

です。市民の皆様に長く愛され、親しまれる施設となるよう、愛称を募集します。 

 

２ 施設概要 

 （1）設置場所  岩手県釜石市港町 2丁目 1-1 

          イオンタウン釜石 2階 219号区画 

 （2）基本コンセプト 

①やってみよう！からできた！みんなで楽しめるよ！トライ！ 

   子どもたちの創造性と自発性を引き出す遊びの環境を提供し、体を動かす遊びや創 

作活動ができる場。 

②親子が楽しめる子育て世帯の port（港）です！ 

    親子が触れ合える遊びを提供し、保護者等も楽しめる快適な空間となるとともに 

子育て世帯の交流の場。 

③多様性を認め合い、みんながまんなかワンチーム！ 

    子どもたちが多様な遊び方を楽しめる空間とし、障がい等の有無にかかわらず、安 

全・安心に遊べるインクルーシブな場。 

 （3）完成パース（イメージ） 
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３ 募集内容 

応募作品は、次の要件をすべて満たすものとします。 

(1) 誰もが呼びやすく覚えやすい、多くの人に親しまれる名称であること。 

(2) 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字のいずれかを使用すること。 

(3) 応募者の創作による未発表のものであること。 

(4) 第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害しないものであること。 

(5) 公序良俗に反しないものであること。 

(6) 企業名や個人名を冠していないこと。 

 

４ 応募資格 

  市内在住の小学生以下の子ども又はその保護者 

 

５ 募集期間 

  令和 8年 1月 15日（木）～令和 8年 2月 16日（月）【必着】 

 

６ 応募方法 

（1）オンラインでの応募 

   市の専用フォームより直接ご応募ください。 

   URL：https://forms.office.com/r/8074XsjYt5 

 

（2）応募用紙での応募 

応募用紙に記入の上、市こども家庭課へ郵送又は持参してください。 

なお、応募用紙は、こども家庭課窓口に備え付けているほか、市ホーム 

ページからダウンロードできます。 

【郵送先】 

〒026-0025 釜石市大渡町 3丁目 15番 26号 釜石市保健福祉センター2階 

 釜石市保健福祉部こども家庭課「釜石市室内の遊び場愛称募集担当」宛て 

【窓口受付時間】 

 午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日祝日は休み） 

 

７ 選考方法 

  厳正な内部審査のうえ最優秀賞 1 作品、優秀賞 1 作品を選定し、最優秀賞の作品を遊び場の

愛称として決定します。 

最優秀賞及び優秀賞に選ばれた方には記念品を贈呈いたします。 

なお、同一名称の応募が複数あった場合は、抽選によって決定します。 

   

 

 
△市ホームページ 

△応募フォーム 

file://///city.kamaishi.iwate.jp/f000/F256_こども家庭課/R07_F256_こども家庭課/😊室内の遊び場プロジェクト😊/15　愛称募集/01_要綱/URL：https:/forms.office.com/r/8074XsjYt5
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８ 選考結果発表 

  令和 8 年 3 月頃の発表を予定しています。受賞者には個別に通知するとともに、市ホームペ

ージ等でも氏名等を発表するものとします。なお、この発表をもって、受賞者以外の方への

結果通知に代えさせていただきます。 

また、受賞者は室内の遊び場のオープニングイベント等への出席をお願いする場合がありま

す。 

 

９ 注意事項 

(1) 応募は 1人 1点までとします。（2点以上の応募はすべて無効とします。） 

(2) 必要事項の記載がない場合は応募を無効とします。 

(3) 採用された愛称の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定される権利を含む）・商標

権その他一切の権利は釜石市に帰属するものとします。 

(4) 応募者は、採用された名称に関する著作者人格権（著作権法第 18 条から第 20 条に規定

する公表権、氏名表示権、同一性保持権）に基づく権利行使を、釜石市および釜石市が

指定する第三者に対して行使しないものとします。なお、本項は、応募者の名誉や信用

を不当に害する利用を許容するものではありません。 

(5) 愛称決定後に第三者の権利侵害等の事実が判明した場合、または第三者の権利を侵害す

る恐れがあると認められる場合は、採用の取り消しを行う場合があります。また、その

結果生じた第三者とのトラブル、損害等について釜石市は一切の責任を負いません。 

(6) 採用された愛称は、応募者の承諾を得なくとも、釜石市及び釜石市が使用を認めた個人・

団体等が広報宣伝等に使用できることとします。 

(7) 応募者の個人情報は釜石市が管理し、本公募業務にのみ使用します。 

(8) 応募をもって、本要項に同意したものとみなします。 

 

10 問い合わせ先 

  釜石市役所 保健福祉部 こども家庭課 子育て支援係 

  電話：0193-22-5121 
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（仮称）釜石市室内の遊び場愛称 応募用紙 

〔募集期間〕令和８年１月15日（木）～令和8年 2月 16 日（月）【必着】 

※応募は 1人１点までとします。 

※応募できるのは、市内在住の小学生以下の子ども又はその保護者です。 

 

１ 遊び場の愛称 

（ふりがな）  

愛 称  

 
２ 愛称の意味、愛称に込めた想い 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 応募者の情報 

（ふりがな）  年  齢 

氏  名  歳 

※応募者が保護者の場合は、お子さんの氏名・年齢を記入してください。 

（お子さんが複数いる場合は、小学生以下のお子さん 1名を記入してください） 

（ふりがな）  年  齢 

氏  名  歳 

 

住  所  

電話番号  

メールアドレス 

（任意） 
 

※応募者の個人情報は釜石市が管理し、本公募業務にのみ使用します。 

 

【問い合わせ先】釜石市役所 保健福祉部 こども家庭課 子育て支援係（電話：0193-22-5121） 


